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マリーンネットワーク シンポジウム 
 
 
 
 

浜の活力再生プランによる 
漁村地域の活性化 

 
 

      
水産庁 漁港漁場整備部 

田村真弓 
 

平成２８年５月２１日 
 
 

本日お話する内容 
 
１．浜プランの政策上の位置付け 
 
２．いま、なぜ浜プランか 
 
３．特徴的な浜プラン 
   ・ 地域ブランドによる消費拡大（鮮魚流通） 
   ・ 魅力ある商品開発（水産加工） 
   ・ 新技術の導入（船上凍結） 
 
４．浜プラン と 広域浜プラン 
      
 
 
 
 
５．漁業振興を通じた漁村の活性化 

太い幹 
  ⇒競争力強化（市場統合、施設の集約再編、 
    流通・販売の合理化） 小さな根っこ 

  ⇒しっかり根をはる 、実をつける 

他産業との連携、漁港の多機能化、官民協働 

「
水
産
日
本
の
復
活
」の
た
め
の
３
本
柱 

Ⅱ加工・流通段階 

Ⅰ販売・輸出段階 

◆ 収益性の高い新しい操業・生産体制 
 への転換 
◆ 水産業の持続的発展のための資源管 
 理強化 

◆ 加工原料の安定的な確保のための適切 
  な対応策を検討 
◆ 国産水産物流通促進事業の活用 

目標①：2020年までに国産水産物輸出額を3,500億円に倍増（2012年:1,700億円） 
 

目標②：「浜の活力再生プラン」に取り組む漁村地域の漁業所得を10％以上向上  

水 産 資 源 の 持 続 的 利 用 の 確 保 

 
浜の活力再生プランの 
策定による浜の活性化 

 

Ⅲ生産段階 

 
 消費者ニーズを捉えた商品 

開発を支援 

 
 

企業・ＮＰＯ等の「浜の応援団」 
が取組をサポート 

 

魚食文化の普及 

輸出拡大 

 
 産地から消費地までの流通 

過程の目詰まり解消 

 

◆ 対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ水産加工施設の認定 
  の加速化を図るため、水産庁も認定主体と 
  なるよう体制整備 
◆ 産地市場独自の登録基準を検討 
◆ 対ＥＵ・ＨＡＣＣＰ養殖場等の登録の迅速化 
◆ ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ導入に向けたｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの策定 
 

「水産日本の復活」に向けて 

  水産庁では、水産物の輸出倍増、漁村地域の所得向上を目標に掲げ、 「水産日本の復活」に向け、
「生産」、「加工・流通」、「販売・輸出」のそれぞれの段階を目詰まりなく一貫して出口戦略（マーケット
イン）につなげる施策を展開。 
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＜資源状況＞ 

水産資源の４割が低位
水準 

１兆4,000億円/年 
（輸出2,200億円） 

＜生産額＞ 

１５．３万隻（Ｈ２５） 
うち１０トン未満１４．４万隻 

平均船齢 ２２年 

９．５万経営体（Ｈ２５） 
うち、沿岸８．６万経営体 
沖合・遠洋０．９万経営体 
 

＜漁船数・船齢＞ 

＜海面漁業経営体数＞ 

＜担い手＞ 

平均年齢 ５６歳 

・燃油高騰等のコストアッ
プの中で伸び悩み   
（H24 沿岸漁船漁家 204万円） 

・６次産業化の進展が期待 

漁業者主導の計画（Ｈ２６～） 

①５年後に10％以上の所得向上を目指す 
②収入向上策（生産性向上，６次化）とコスト削減策 
③地域の担い手の育成や浜の機能再編、協業化に 
   も取り組む 

内容 

・ ＩＱの導入等資源管理制度の強化 
・ 資源管理・漁業収入安定対策 
・ 漁場環境の整備、種苗放流対策 

＜第１の柱：資源管理の推進＞ 

＜第２の柱：担い手及び漁船漁業の体質強化＞ 

＜第３の柱：省コスト型の生産体系への移行＞ 

＜第４の柱：６次産業化･輸出等の出口戦略＞ 

・ 「もうかる漁業」事業の拡充（漁業の効率化・合理化） 
・ 担い手対策  等 

・ 燃油対策    ・ 省エネ機器導入への支援 
・ 養殖コスト削減（人工種苗・飼料）への取組強化 

・ ＨＡＣＣＰ対応・高度衛生管理型施設整備の促進 
・ ６次産業化の推進  ・ 国産加工原材料の利用促進 
・ 消費拡大（ファストフィッシュ、プライドフィッシュ） 

＜資源状況＞ 

水産資源が回復 
海の恵みの持続的利用 

＜生産額＞ 

１兆7,000億円/年 
うち輸出3,500億円以上 

＜担い手＞ 

船齢・年齢構成の若返り
による活力ある生産体
制の構築 

・６次産業化による付加
価値向上、コスト削減に
より相当程度向上 
 
・６次産業化市場も大幅
に拡大 

意欲ある取組を行う地域・漁業者を重点的に支援 

＜漁船数・船齢＞ 

協業化・大規模化による
平均トン数の上昇 
船齢の若返り 

Before After 
「浜の活力再生プラン」の推進 

漁業所得 

漁業所得 
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水産業の成長産業化 

需要が増え、 

生産能力の向上
が必要 

どう売るか、どこに
売るか、浜ごとの 

生産・販売戦略が
必要 

●生産・消費ともに増加の時代 
漁業の近代化や水産関係施設の整備により
漁獲効率があがり、冷蔵冷凍施設等の普及
で国内生産・消費量は、右肩あがりに増えて
いった。 

●生産・消費ともに増加しない時代 
消費者は、産地、魚種、多様な流通形態及び
商品形態（鮮魚・加工・冷凍等）の中から選択
して「商品」を購入。消費者ニーズに対応した
マーケットインに基づく創意工夫が必要。 

浜の活力再生プラン 
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 漁業収入の減少 
 漁業コストの増大 

浜の活力再生プラン 

漁業・漁村の再生を目指し、「浜の改革」を進めるための総合的な戦略を 
地域が自ら策定し、実践する必要。 

漁業者の所得向上を目指すための具体的な計画 

 漁業・漁村の課題 
    漁獲量の減少、魚価低迷、販路不足、燃油・餌代のコスト高等 

 漁業所得の低迷 
 （沿岸漁船漁家の平均
所得は約200万円） 

 漁業経営の悪化 
 地域の活力低下 

 新たな設備投資が難しい ⇒コスト高、

品質向上に取り組めない 

 後継者不足 ⇒高齢化、操業効率の低

下といった悪循環 

浜の現状・課題を整理 

≪具体的取組≫ 

 収入向上の取組（高鮮度出荷・冷凍

加工・直販・ 輸出・増養殖等） 

 コスト削減の取組（省エネ機器導入・
省燃油活動・協業化・操業時間の短

縮等） 

≪所得目標≫ 

漁業所得を５年後に10％

以上増加 

≪他産業との連携≫ 

加工・流通業や商工会等

との連携 

 
強い水産業づくり交付金等

の優先採択 
（プランの実現を後押し） 

支
援 

浜プラン関連施策 

浜の活力再生プラン 
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浜の活力再生プラン 

◎資源回復・増産 
・種苗放流 
・増殖場・産卵床の整備 

◎新規漁業の導入 
・垂下式や港内水域を活用し
た新たなロープ養殖 

◎付加価値向上 
・高鮮度出荷、衛生管理対策 
・加工品開発 

◎販路拡大・流通対策 
・新規流通、輸出、直売 
・学校給食、魚食普及 
・観光業・量販店との連携 

◎省燃油・省エネ化 
・減速航行、船底清掃 
・省エネ型機器の導入 

◎操業体制の転換 
・協業化、委託加工 

 魚価の低迷 

 コストの増大 

浜の現状 課題 具体的対策 

漁業所得が低い 

漁村の活力低下 

担い手の減少 

漁業者の高齢化 
・減少 

悪
循
環 

水産業を核とした漁村地域の
活性化を目指すための総合的
な計画を浜ごとに策定 
 

◎具体的対策を定める 
＜収入向上の取組＞ 
高鮮度出荷・加工品開発、未利
用魚の利用・直販・輸出など 
 
＜コスト削減の取組＞ 
省エネ機器の導入・協業化・改革
型漁船の導入など 
 
◎５年後の所得目標を定める 
漁業所得を大幅に（10％以上）
向上させることを目指して経営の
分析を行う 

浜の活力再生プラン 
 漁獲量の減少 
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○漁獲量増大：種苗放流、食害動物駆除、雑海藻駆除、海底耕耘、 
       施肥（堆肥ブロック投入）、資源管理の強化など 
 
○新規漁業開拓：養殖業、定置網、新たな養殖種の導入など 
 
○品質向上：活き締め・神経締め・血抜き等の漁獲後管理の統一、       
      シャーベット氷活用等温度管理の統一、急速冷凍、 
          加工法や養殖法の改善・マニュアル化、肉質等の統一、 
      操業の見直しによる輸送時間短縮など 
 
○衛生管理：殺菌海水の活用、食中毒対策の徹底など 
 
○商品開発：低未利用魚等の加工品開発など 
 
○出荷拡大：販売先の見直し、市場統合など 
 
○消費拡大：直接販売、給食利用、生協等との連携、イベント開催        
      輸出への取組など 

浜の活力再生プラン 

収入向上の取組例 
資源管理
しながら
生産量を
増やす 

魚価向上
や高付加
価値化を
図る 

商品を 
積極的に
市場に 
出して 
いく 
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○船底清掃や漁船メンテナンスの強化 
 
○省エネ型エンジンや漁具、加工機器の導入 
 
○漁船の積載物削減による軽量化 
 
○操業見直しによる操業時間短縮や操業隻数削減など 
 
○協業化による人件費削減、漁具修繕・補修費削減など 

浜の活力再生プラン 

コスト削減の取組例 

省燃油活動、 
省エネ機器 
導入 

協業化による
経営合理化 
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浜プラン取組事例 

北海道根室地区「浜プラン」 
オホーツク雄武地区「浜プラン」 

アジア向け加工品・EU向けホタテ輸出 

 根室市アジア圏輸出促進協議会との連
携によるサンマのベトナム、タイ、シンガ
ポールへの輸出促進 

 冷凍ホタテ加工のＥＵ向けＨＡＣＣＰ認定
施設を整備し、ＥＵ向け出荷体制の確立
と付加価値向上  

三重県鳥羽地区「浜プラン」 
鳥羽のおいしい朝食プロジェクトと海女

文化の発信 

 市・漁協・観光協会で漁観連携を推進。
鳥羽旅館組合は、宿泊客に対し、朝食に
必ず地物の魚を提供する取組を開始。
じゃらんnetで特集ページを予定。 

 海女文化のユネスコ無形世界文化遺産
登録促進を目指す 

大分県別府地区「浜プラン」 
外国人向け情報発信・郷土料理の紹介 

 外国人留学生数日本一である別府市の
特徴を生かし、漁協と市・観光協会が連
携し、国際観光都市として、駅や飲食店
等で外国語標記の案内や地元水産品・
郷土料理の紹介に取り組む 

外国人留学生や
温泉客に人気の
郷土料理「地獄蒸
し」の魚介セット
（温泉の湯気で蒸
す料理） 

神奈川県小田原地区「浜プラン」 
消費者ニーズを踏まえた加工品の開発 

兵庫県但馬地区「浜プラン」 
量販店との連携、交流活動の推進 

 漁協の販売員の配置や直接取引に
よる量販店への販売促進 

 漁協の青年部・女性部が漁業体験
や料理教室を積極的に開催 

イオンリテール（株）の
但馬産水産物フェア 

長崎県上五島町地区「浜プラン」 
五島の旬を届ける箱入娘～生産から

流通・販売まで～ 

 魚種と時期、取扱方法を限定した
「五島箱入娘」を、漁協が認定してい
るブランド出荷者が販売 

 島外への輸送コストがかかり、時間
距離が長いため、鮮度保持（神経締
め等）と高付加価値化に取り組む 

 首都圏に近い特性を生かし、漁協と市が
連携し、働くママや高齢者が手軽に美味
しく食べられる加工品を開発 

 小田原ブランドの発信と消費者ニーズを
踏まえた商品開発に力を入れる 

輸出 漁観連携 地域ブランド 

マーケットイン インバウンド 交流活動 

漁業体験による
交流活動 
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浜プラン：上五島町漁協 

 

五島箱入娘 

上五島町漁協 

ブランド 

一般的な漁獲物 

 上五島町漁協が島からフェリーで出荷し、福岡市、久留米
市等で「五島箱入娘１号車」を走らせ直接販売。 

 上五島町漁協が「五島箱入娘オンラインショップ」を開設。 

X’masには地元福祉
施設に無料で 
プレゼント 

生 産 流 通 販 売 

春 夏 秋 冬 

ヤリイカ イサキ カツオ アワビ 

アオリイカ 太刀魚 サワラ サザエ 

マダイ アジ カマス ブリ 

漁協によるブ
ランド出荷者
講習会 

月曜から土曜まで、
福岡コープ各支店
～JA市場各支店～
道の駅を走る。 

全量 箱入娘 割合 箱入娘 割合

ヤリイカ 15,356 2,680 17% 4,607 30% 1,377 1,587 115%
イサキ 11,280 869 8% 2,256 20% 905 1,070 118%
タチウオ 5,684 979 17% 1,705 30% 1,876 2,394 128%
計 32,320 4,528 8,568

目標基準年

年間出荷数量（kg） 平均単価（円/kg）

魚　種
箱入娘

箱入娘
以外

単価向上
割合

◆箱入娘を出荷する時期と魚種 ◆浜プランで箱入娘の出荷目標を設定し所得向上を目指す 

 消費者は、五島の「旬」を味わうことができる。 

 刺身用のフィレや一夜干しを真空パックで少量ずつ購入で
きるため、一般家庭でも手軽に調理することが可能。 

 魚種と時期を限定し、活〆・血抜き・神経抜き・施氷・
殺菌海水・箱詰出荷の取扱基準を満たした「五島箱
入娘」を漁協が認定したブランド出荷者が生産。 

運ぶ・ 
届ける 

売る・知ってもらう ニーズに応える・改善する 

販 

売 

生 

産 

流 

通 
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取組２：地魚を使用した加工品ブランド 
  「小田原城前魚（おだわらしろまえざかな）」 
                   の立ち上げ 

取組１：様々な食シーン・ニーズ（まちあるきフー 
  ド、惣菜、給食等）に合った加工用素材の開発 
 

未利用・低利用の地魚を用いて、ライフスタイル 
（簡単・便利・短時間）に合った加工品のブランドを立
ち上げました（食のモデル地域育成事業）。 
●平成２６年１１月からスタート 

地元・首都圏での試食・販売 学校給食や料理教室に提供 

市内を中心に本格的な販売を予定（２７年度） 
（漁期に合わせて、９月頃より） 

【販売促進】 

未利用・低利用魚の有効活用を目的に、「北条一本ぬき 
カマス（通称：かます棒）」がほぼ完成！！ 

※農林水産省補助事業「食のモデル地域育成事業」により、神奈川
県水産技術センターへ委託して開発 

（調理イメージ） 
 

【魚食普及】 

（各方面へ普及） 

～ カマスの中骨を抜き取った素材を開発 ～ 

・登録商品数：１６品目 
・使 用 魚 種：マアジ、サバ、カマス、小イサキ 
       マイワシ、タカベ等 

アンチョビ アジ麺のたれ 骨までパクッと！かます開き 

（地元及び首都圏での販売・宣伝を開始） 

小田原駅前に販売拠点 
（アンテナショップ） 
を開設（3月下旬予定） 

浜プラン：神奈川県小田原地区 

●商標登録・特許出願（予定） 
●原料：ヤマトカマス 

【販売促進】 ＰＲ・商品拡大 

（素材） 
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浜プラン：但馬沖合底びき網漁業（兵庫県但馬地区） 

取組１ 
船内凍結や活魚出荷による付加価値向上 

取組２ 新技術導入や加工業者との 
    連携による付加価値向上 

・漁獲後船上で直ぐにチューブに袋詰して
冷却保存する「浜ほたる」の販売拡大 
・単価の高い「活」松葉ガニの出荷増大 

取組５ 
漁協青壮年部女性部による魚食普及 取組３ 

量販店や外食産業と連携した販路拡大 

取組4 
水産物で観光客を呼び込む地域作り 

タグ付の「活」松葉ガニ 高鮮度の「浜ほたる」 

販売員の配置や直接取引による消費地の
量販店における積極的な販売促進 

イオンでの「たじまのさかなフェア」 

大勢の人で賑わうかすみカニ場祭り 
但馬各地で開催される「かに祭り」は、京阪神を中心
に毎年多くの観光客が訪れる重要な観光資源 

・地元観光業界と連携した「かに祭り」
や「ほたるいか祭り」等のPRイベントに
おける直接販売 
・観光客に魅力的な地域作り 

水産教室で漁業体験を行う小学生 

・漁協青壮年部が水産教室（漁業体験
や料理教室を実施）を積極的に開催 

・女性部が食育活動団体と連携して、
地魚を用いた料理教室を開催 

プロトン凍結機と新商品「極〆プロトン凍結浜ほたる」 
レストラン等の冷凍庫にストックしておけば、いつでも 
必要な分だけ解凍が可能 

焼きギスを蒲焼風にした「ニギス重御膳」 

・プロトン凍結機等の新技術を活用した高
鮮度水産物の出荷や新商品開発 

・地元水産加工業者等と連携した小型のカ
レイやハタハタ、ニギス等の低利用魚を用
いた新商品開発 

地元居酒屋では定番 
となったＳ・Ｋ・Ｓ 

漁業者、加工業者、観光
業者等からなる開発推進
チームで新商品・新メ
ニューを開発、提案活動 

イオンリテール
（株）と協働で
ズワイガニ、ア
カガレイ、ホタ
ルイカなど但
馬産水産物の
フェアを開催 

漁業者と県
の調査船、
練習船が連
携し、毎年夏
に、小学生を
対象に底び
き網漁業体
験等を実施 
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収入向上・コスト削減 
漁業者の所得の大幅な増加 

  （５年間で10％以上増） 

複数の漁村地域が連携し、浜の
機能再編を進めるとともに、地域
全体のネットワーク化を目指す 

浜の機能再編により生産体制の
効率化と販売力を強化 
将来の漁村地域を担う中核的担
い手を育成 
流通加工業や観光業との連携 

 各浜に点在する荷捌き施設や製氷施設、
産地市場の集約再編、販売事業の統合 

 漁港の機能再編に伴う既存施設の有効
利用（増養殖・蓄養水面への転換） 

 中核的担い手に対する漁船や漁業機器
等の導入支援 

◎浜の活力再生プラン 

◎広域浜プラン 

浜（漁村地域）ごとに、 
漁業所得の向上を目指す 

産地市場 

活魚出荷 
拠点 

船だまりのみ 
とする 

活魚出荷は 
陸送でＢ浜に 
集約 

荷揚げは 
Ａ浜に集約 

・加工団地 

流通拠点 

給氷 
基地 

浜プランから広域浜プラン 
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◎荷さばき、加工・冷凍施設等の 
機能再編・強化 

 各浜が有する荷さばき、加工、製氷施設や
種苗生産施設を地域全体で再編し、機能の
集約・強化を図る。 

◎共同出荷・販売事業の統合 
 

 複数の漁協が共同で出荷・販売
を行うことにより、出荷コストの削減
や仲買人の集積による価格競争力
の向上を図る。 

 また、地域が連携して量販店への
販売促進・PRなどに取り組むことに

より、地域ブランドの知名度向上を
目指す。 

◎漁港内水域の有効利用と資源増殖 
に向けた取組 

 水揚量や漁船隻数の減少した漁港において、
漁港内の水域を有効利用するため、増養殖場や
蓄養水面、釣堀等に利用転換を図る。 

産地市場 

活魚出荷 
拠点 

船だまりのみ 
とする 

活魚出荷は 
陸送でＢ浜に 
集約 

荷揚げは 
Ａ浜に集約 

・加工団地 

流通拠点 

給氷 
基地 

岸壁から護岸 
に転換 

・機能再編・ 
利用転換 
・港内泊地の 
有効活用 

増養殖機能 
を付加 

漁協 A 

漁協 B 

漁協 C 

漁協 D 

漁協 E 

県漁連 
出荷① 

出荷② 

出荷③ 

A魚市場 
 

B魚市場 

直売所 

生
産
者 

地方市場 

スーパー 
 

小売業者 

消費者 

販売 

販売 

販売 

広域浜プランの考え方 
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機能再編のイメージ（例示）
【市場統合】

Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 広域地区

Ａ港 Ｂ港 Ｃ港 Ａ港 Ｂ港 Ｃ港

Ａ市場 Ｂ市場 Ｃ市場 Ａ市場 Ｃ市場

廃止 廃止

小売店 地方卸売市場 直売所
小売店

地方卸売市場
直売所

撤去費用は支援施策を活用可能。
新市場（Ｂ市場）は、更新・改修にも支援施策を活用可能。

【共同出荷】

Ａ漁協 共同出荷

Ｂ漁協

Ｃ漁協

【施設の機能再編】

Ａ製氷施設 利用者 利用者

Ｂ製氷施設 利用者 利用者

Ｃ製氷施設 利用者 利用者

Ｄ製氷施設 利用者 利用者

各浜で製氷を行っていたものを1拠点（Ｂ）に集約し、
他拠点は貯蔵拠点としての機能に変更する。

Ｂ製氷施設（製氷拠点）

Ａ施設（貯蔵のみ）

Ｃ施設（貯蔵のみ）

Ｄ施設（貯蔵のみ）

Ｂ市場

卸売市場

直売所

スーパー、小売業者

生
産
者

複数のＪＦが共同で出荷・販売を行い、出

荷コストの削減や仲買人の集積を図ると

ともに、量販店や直売所の集約、共同で

販売促進・ＰＲ等に取り組む。

機能再編のイメージ 
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他産業との連携 

販売 
アンテナショップ、 
移動販売 

漁協直売所、 
漁家レストラン 

旅行代理店での 
ツアー企画、 
外航クルーズの 
誘致 

漁協青年部の 
漁業体験 
プログラム 

交流 消費 
漁村地域 

漁協女性部の 
惣菜販売、料理 
教室、学校給食 

量販店での 
水産物フェア、 
首都圏での 
イベントへの出展 

資源 
管理 

生産・
出荷 

栽培・
養殖 

漁村地域外 

地域の「外」と連携する 
 高鮮度出荷（神経締め等）や急速凍結技術を活用した高付加価値化 

     ⇒ 首都圏等で高級食材を扱う小売店・飲食店との直接取引 

 漁連などを通じて一定の品質・規格かつ安定した出荷量の確保 

     ⇒ 生協パルシステムやイオン、居酒屋チェーンなど量販店との取引 

 EU向け輸出（ホタテ等）やマグロ・ブリなど海外向けの出荷拡大 

     ⇒ 民間養殖業者や商社・ジェトロ等との連携による販路開拓 

地域の「中」で連携する 
 漁協による鮮魚・加工品販売 

    ⇒ 農産物直売所や道の駅、観光旅館との連携（食材提供等） 
 漁協女性部による惣菜販売・料理教室 

    ⇒ 高齢世帯向けの見守り・買い物サービスとの連携 

 漁協青年部による漁業体験・交流（釣り・ダイビング等） 
    ⇒ 旅行代理店との連携、地元小中学校との連携 
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• 食品企業と連携した低・未利用魚の加工品の開発（北海道歯舞） 

• 流通業者と連携した産卵後のサケ、コンブ茎の新たな水産加工への取り組み（岩
手県小本浜） 

• 加工業者と連携した生食用冷凍シラスの鮮度保持・製造技術を導入（茨城県神
栖） 

• 湯河原温泉旅館と連携した宿泊施設への加工品販売、新たな加工品開発、消費
拡大（神奈川県湯河原） 

• ＮＰＯ法人等と連携した自然体験、遊漁者の拡大（福井県九頭竜川） 

• 学校給食センターと連携した地場産水産物の学校給食への普及（福井県大島） 
• 農林中央金庫と連携し、海士漁業者を中心とした加工品開発や惣菜販売（三重

県志摩地区） 

• 観光協会と連携し、漁業体験やトライアスロン等の新たな取り組みを行い漁業外
収入を増加（鳥取県岩見町） 

• みかんブリ、みかん鯛の販路拡大のため、大手回転寿司チェーン、スーパー等へ
契約販売（愛媛県宇和島市） 

• 研究機関、民間の養殖会社と連携した車エビの疾病対策（大分県姫島村） 

• 水産加工販売業者と連携し、低・未利用魚（ナルトビエイ、アカエイ）のレシピ又は
加工品開発を行い、商品化により大都市圏へ販売（鹿児島県姶良） 

• 熱帯魚や食用としては低利用のエイ・サメ類等について、沖縄美ら海水族館への
販売（沖縄県国頭村） 

  都道府県 連携プラン 承認プラン 
1 北海道 13 87 
2 青森県 5 33 
3 岩手県 1 10 
4 宮城県 - 13 
5 秋田県 - 5 
6 山形県 3 3 
7 福島県 - - 
8 茨城県 4 6 
9 千葉県 1 6 

10 東京都 - 1 
11 神奈川県 2 6 
12 新潟県 3 12 
13 富山県 1 3 
14 石川県 - 7 
15 福井県 4 8 
16 静岡県 4 16 
17 愛知県 - 3 
18 三重県 3 15 
19 滋賀県 - - 
20 京都府 - 3 
21 大阪府 - 9 
22 兵庫県 - 36 
23 和歌山県 1 5 
24 鳥取県 2 4 
25 島根県 - 9 
26 岡山県 1 7 
27 広島県 1 2 
28 山口県 - 11 
29 徳島県 - 9 
30 香川県 - 5 
31 愛媛県 3 10 
32 高知県 1 9 
33 福岡県 1 8 
34 佐賀県 - 15 
35 長崎県 4 41 
36 熊本県 2 17 
37 大分県 2 18 
38 宮崎県 - 12 
39 鹿児島県 7 14 
40 沖縄県 3 3 

  計 72 481 

他産業との連携プラン 
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１．藻場造成場としての活用 

●防波堤背後の藻場造成 
・防波堤背後の比較的利用の少な  
 い水域でスポアバックによる藻場の 
 造成を実施 
・造成した構内藻場にイセエビ）小型  
 を放流・管理 

●イセエビ蓄養殖の実践 

防波堤ブロックを活用した藻場造成 

【現状と課題】 
〇かつての太宗漁業低迷 
〇太宗漁業を念頭に置いた 
  外港整備 
〇周辺イセエビ資源の減少 
〇後継者流出・高齢化 
 

【対応策と今後の期待効果】 
低利用新港泊地内にイセエビ増殖場創出
と小型エビ放流→イセエビ資源の増加 
→安全安心な高齢漁業者の操業の場の 
創出・漁業者全体の漁業所得の向上 

新 港 

旧 港 

田野浦漁港（高知県） 

 

    地域の条件  

 

 

 

地域資源  

地域の条件（資源の利用条件） 

■自分たちの地域が属する市町村の人口（多い⇔少ない） 
■周辺都市部までの時間距離（遠い⇔近い） 
■自分たちの地域へのアクセス方法（陸路⇔海路） 
■アクセスの条件（道路条件、フェリーの便数・乗船時間等） 
■周辺の観光スポット・集客施設等の有無  
■地域の宿泊受入能力（受入可能客数、宿泊施設数等） 

集客しやすさ：高い 集客しやすさ：低い 

地 

域 

資 

源 

 

水産物等  

 

（財の利用） 

［Ａ分類］ 

直接訪問してもらって、地元で

水産物を食べてもらうことに主

眼を置いた取組  

 

（具体例） 

直販店舗、定期市、飲食・レ

ストラン、惣菜提供、イベント

等  

 

［Ｂ分類］ 

水産物を地域外に販売してい

くことに主眼を置いた取組  

 

 

（具体例） 

新たな流通（消費地実需者と

の直接取引）、加工、ブランド

化 、通信販売 （ Ｉ Ｔ活 用 も含

む）、移動販売、都市部での

直売・飲食店等  

生活・文化・

歴史・景観・

海域環境…

etc. 

 

（ｻｰﾋﾞｽの提供） 

［Ｃ分類］ 

短期滞在型・長期滞在型含め

た総合的な都市漁村交流に

主眼を置いた取組  

 

（具体例） 

海レク、観光体験・交流、社会

科見学・修学旅行、ＵＩＪターン

移住、二地域居住、漁村留学  

等  

［Ｄ分類］ 

 

長期滞在型の都市漁村交流

に主眼を置いた取組  

 

（具体例） 

修学旅行、ＵＩＪターン移住、二

地域居住、漁村留学  等  

 

 

 

地域資源の活用と漁港の多機能化 

３．蓄養水面としての活用 

 漁港内泊地（漁船利用等の面で低利用化した水域等）を活用して、漁獲物 

の付加価値化のための肥育や出荷調整の場として再活用する。 

 漁船利用との整合を図りつつ、必要最小限の整備で蓄養水面の形成が可

能。直販・レストラン等への原料の安定供給が可能。 

 蓄養施設や対象魚介類の日常的管理がしやすい。 

泊地を活用した蓄養水面 

旧港地区 

新港地区 

旧港地区 

●出荷調整蓄養水面 
沖合に設置した大型定置網漁獲物

の市場価格が安い時に価格が回復

する数日間出荷蓄養する 

漁港内回転寿司店 

【現状と課題】 
〇市場価格が 
 不安定 
 
〇漁業以外の 
 所得機会創出 

【対応策と今後の期待効果】 
・漁港内泊地に、出荷調整・安定供給用の蓄養水 
 面確保→市場価格を考慮した出荷調整と荒天時 
 の出荷の実現→単価維持・向上→漁業所得増加 
・漁港内に回転寿司店開店→蓄養漁獲物の提供・ 
 活用→地場水産物普及と観光交流人口増→産地 
 水産物単価の維持向上 

富来漁港(石川県) 

 漁業者の高齢化が進み、比較的漁港に近い安全・安心な操業環境の形成
が望まれるようになってきている。 

 周辺の海域・海象条件から、安定生産できる養殖漁場が確保できず、天然
資源に依存した不安定収入が課題。 

 一方、漁業状況の変化（※漁船利用の減少等)により、港内の低利用な水域
の有効活用を図るニーズがある。 

●ナマコ増殖場 
漁港内が砂地のため、放流したなまこ種
苗が港内に生息、静穏な泊地で漁がおこ
なわれる 

河 川 

●漁船休憩泊地 

漁港泊地内のナマコ漁 
(高齢者も安心して漁が可能) 

地方港湾 

航路兼用静穏泊地の砂地海底を活用したナマコ増殖場 

【現状と課題】 
〇高単価ナマコ種苗の 
  定着率が低い 
〇太宗漁業鮭定置依存 
  型漁業 
〇漁業者の高齢化進行 
    

【対応策と今後の期待効果】 
・放流稚ナマコや天然ナマコが港内静穏水域に生 
  息(河口港のため底質が砂地）→近接・静穏漁場 
 の創出（※漁船航路利用との調整）→高齢漁業 
 者の安全安心漁場創出→採貝藻漁業所得向上 
・磯焼けによる空ウニ増加→ウニ礁設置→茎ワカメ 
  未利用餌料活用→ナマコ＋ウニ増殖場の可能性 

小本漁港（岩手県） 

２．増殖場・養殖場としての活用 

地域資源の活用と漁港の多機能化 

浜プラン関連施策（H28予算）  

浜プラン策定地区（漁業者）に支援を集中 

浜プラン策定地区及び漁業者に対する優先採択等を実施。 

●浜の活力再生プランを事業の採択要件とする施策 
（１）もうかる漁業創設支援事業（沿岸版） 
（２）離島漁業再生支援交付金のうち新規就業者特別対策交付金 
（３）強い水産業づくり交付金のうち産地水産業強化支援事業 
 
●浜の活力再生プランに関する優先配慮等を行う施策 
（１）再編整備等推進支援事業 

（２）新規漁業就業者総合支援事業 
（３）漁業者保証円滑化対策事業 
（４）水産加工業経営改善支援事業 
（５）生産海域等モニタリング体制整備事業 
（６）漁村女性地域実践活動促進事業 
（７）水産業の省エネ・低コスト新技術導入加速化事業 
（８）有害生物漁業被害防止総合対策事業 
（９）二枚貝資源緊急増殖対策事業 
（１０）水産多面的機能発揮対策事業 
（１１）水産物供給基盤機能保全事業（公共） 

浜プランの承認をもって優先採択等を行う関連施策は、以下のとおり 

※ 上記事業のうち、一部事業又は一部メニュー
のみを 関連施策とするものがある。 
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広域浜プラン（浜の活力再生広域プラン・漁船漁業構造改革広域プラン） 

＜プランに基づき以下の事業を実施＞ 
 

 

 
 

 

水産業競争力強化 

緊急施設整備事業 

「浜の活力再生広域プラ
ン」（主に沿岸漁業）に基づ
き、高鮮度化、産地市場統
廃合等による競争力強化
を図るための共同利用施設
の新設・改築、既存施設の
撤去を支援 
 

水産加工処理施設 

（補助対象施設例） 

産地市場 

自己負担部分に係る融資について実質無利子化等を措置 

給氷基地 
活魚出荷拠点 荷揚げはＡ浜に集約 

船だまりのみとする 流通拠点 

活魚出荷は陸送で 
Ｂ浜に集約 

広域での浜の機能再編 

Ａ浜 

Ｂ浜 

中核的漁業者への 

円滑な漁船導入 

産地市場 
・加工団地 

リース 

 
 
 
 
 

浜の担い手漁船 
リース緊急事業 

「浜の活力再生広域プラ
ン」（主に沿岸漁業）に基
づき、中核的漁業者への
リース方式による漁船の
導入を支援 

漁船漁業構造改革 

緊急事業 

「漁船漁業構造改革広域
プラン」（主に沖合・遠洋漁
業）に基づき、中核的漁業
者への国際水準に見合っ
た漁船の導入を支援 

国 

支援 

国 

支援 

広域な漁村地域が連携して取り組む浜の機能再編や
中核的漁業者の育成、漁船漁業の構造改革を推進 

 施設の再編整備等を推進 
 中核的漁業者を認定し、漁船の導入促進 
 収入向上・コスト削減の実証的取組（養殖用生餌の安定供給、共同化を核

とした効率的な操業体制の確立、機能再編等）への支援及び漁業用機器
等の導入促進 

「浜の活力再生広域プラ
ン」等に基づき、生産力の
向上、省力・省コスト化に
資する漁業用機器等の導
入を支援 

競争力強化型機器等 

導入緊急対策事業 

国 

漁業用機器の例 

支援 
船内機 

自動いか釣り機 

自動網洗い機 

沿岸漁船 沖合・遠洋漁船 
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広域浜プラン関連施策（H27補正TPP対策基金）  

事業名 事業目的 
支援できる 

ソフト経費の例 
支援できる 

ハード経費の例 

強い水産業づくり交付金のうち
産地水産業強化支援事業 

漁業の６次産業化 
 
漁村の魅力向上 

会議費、資料作成費、調
査委託費、広報費、市場
調査費、販売促進費 等 

荷さばき施設、加工施設、
水産物直売・提供施設、 
体験・交流施設 

離島漁業再生支援交付金 離島の漁業振興 
 

同上 機材の借料・購入 

農山漁村振興交付金 農山漁村の交流・
定住 

同上 体験・交流施設、海中公園、 
水産物直売・提供施設、 
漁村の歴史・文化伝承施設  

６次産業化ネットワーク活動交
付金 

農林水産業の６次
産業化 

計画検討、新商品開発、
販路開拓、技術研修、商
談会 等 

農林水産物の加工・販売の
ための機械・施設、生産機
械・施設 
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調
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委
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関
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者
に
よ
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検
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事

業

計

画

の

策
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事業構想 

施

設

整

備 

機

材

整

備 

施設整備 

事

業

改

善

の

検

討 

事業運営 

先

進

地

視

察 

事業化段階ごとに
活用できる予算 

※地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び 地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化法，
平成２３年３月施行）に基づく総合化事業計画を農林水産大臣が認定。 

漁村活性化関係施策（H28予算）  

 水産物の消費拡大を図るため、 築地Fish-1グランプリ、プライドフィッシュ、
ファストフィッシュ、魚の国のしあわせプロジェクト等の取組を推進。 

消費拡大（官民協働） 

Fish-1グランプリ2014 においてグランプリを受賞した（株）丸俊 「その
まま食べるかつおスライス」（ファストフィッシュ部門）（左）とＪＦ静岡漁
連（いとう漁協）の 「金のだし茶漬け」（プライドフィッシュ部門）（右） 
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• 昨年11月に築地市場まつりと同日開催された
「Fish-1グランプリ2014」には、市場まつり全体で
10万人が来場するなど大きな注目。 
 

•  「Fish-1グランプリ2014」 においては、「国産魚ファ
ストフィッシュ」と「プライドフィッシュ」の２部門につ
いて、一般来場者と審査員の投票により、グランプ
リを決定。 

• フライパン、レンジ、湯煎等であたためるだけ
で手軽で美味しく魚が食べられる商品、水産
物にかけるだけの調味料など、500社、3,000
以上の商品を選定済み。 

• スーパーや首都圏のコンビニエンスストアなど
で多数販売。 

• 漁師が誇る自慢の魚、本当においしい魚を春、
夏、秋、冬、四季それぞれの４魚種を都道府
県ごとに選定。 

• 首都圏のデパートや寿司店、高級スーパー
マーケットなど、客単価の高い量販店・飲食店
で販売。 

プライドフィッシュ 

ファストフィッシュ 

Fish-1グランプリ 
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ご静聴ありがとうございました。 

平成元（1989）年
国連大規模公海流し網禁止決議の採択

平成９（1997）年
TAC制度運用開始：６魚種を指定

平成５（1993）年
NPAFC条約の発効（北太平洋での溯河性魚類の漁獲の原則禁止）

昭和52（1977）年
米国及び旧ソ連が200海里水域を設定

平成10（1998）年
TAC対象種にスルメイカを指定

昭和54（1979）年
第二次オイルショック

昭和48（1973）年
第一次オイルショック

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」等に基づき水産庁で作成 

漁業生産量の推移 
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(2010)
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円/kg

沿岸漁業

海面漁業平均

遠洋漁業

沖合漁業

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成 
 注：１）海面漁業生産額を海面漁業生産量で除して推計した。 
    ２）なお、平成19(2007)年以降は、海面漁業の部門別生産額について取りまとめが廃止された。 

沿岸・沖合・遠洋漁業の平均魚価の推移 
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平成3
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(2001)
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(2006)
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(2011)

26年
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万トン

輸入量

輸出量

昭和48(1873)年
ブレトン・ウッズ体制の崩壊

輸入量：66万トン

昭和60(1985)年プラザ合意

輸入量：158万トン

平成7(1995)年

輸入量：358万トン

資料：財務省「貿易統計」 

我が国の水産物の輸出入の推移 
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20～29
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万人

62.6

18.1
22.2

32.5

51.1

59.4

資料：農林水産省「漁業センサス」 
  注：昭和58（1983）年以前は、「60～69歳」及び「70歳以上」の区分がない。 

漁業就業者数の推移 
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平成13(2001)年度

40.2kg/人(ピーク時))

平成26(2014)年度

27.3kg/人(概算値))

昭和39(1964)年度

25.3kg/人

資料：農林水産省「食料需給表」 

１人１年当たりの水産物消費量の推移 
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資料：（公財）食の安全・安心財団「外食率と食の外部化率の推移」、日本政策金融公庫「H26下半期消費者動向調査」 

食の外部化率の推移 

魚介類を買う際の判断
基準（複数回答） 
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漁 労 収 入

漁 労 支 出

千円

資料：平成６（1994）年までは農林水産省「漁業経済調査報告（漁家の
部）」、平成16（2004）年以降は農林水産省「漁業経営調査報告」 
 注：平成16(2004)年以前の結果は、調査体系の見直しを行ったため
平成26(2014)年とは連続しない。 

沿岸漁船漁家の経営状況の変化 
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資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」及び「漁業センサス」に基づき水産庁で作成 
  注：1)沿岸漁業生産量を自営漁業のみに従事する沿岸漁業就業者数で除して推計計算した。 
      2)10トン以上の漁船に乗り込んだ者及び主として養殖業に従事した者は含まない。 
      3)平成15(2003)年以前の漁業就業者には、非沿海市町村に居住している漁業就業者が含まれていない。 

沿岸漁船漁家１人当たりの 
生産量の推移 

水産物の一般的な流通経路 

水産物の価格構造 

資料：農林水産省「卸売市場データ集」（平成25年版） 

農林水産省「食品流通段階別価格形成調査」（水産物経費調査） 

水産物の流通量・市場経由率 
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